
 

財務大臣との折衝結果 

 

以下の項目を財務大臣と折衝し、

予算計上が認められたため、合意。 

 

①１歳児の保育士等の配置改善 

 

②保育士等の処遇改善 

＋ 経営情報の見える化の推進 

 

③医療的ケア児や虐待などで養護に

欠ける児童等への支援の強化 



保育士等の配置改善

約５０年超ぶりに、１歳児のそばに、

より多くの保育士を配置するため加算を措置
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こどもと保育士等の比率を「６対１⇒５対１」へ改善する取組を新たに開始。職場
環境改善を進めている施設において、配置改善した場合の加算措置を設ける。
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保育士等の処遇改善

保育の質の向上を図るため、抜本的な処遇改善と

「見える化」を推進

令和７年度予算における措置

過去最高
１０．７％
の処遇改善

現場の保育士等に
行き渡らせるため
人件費比率等の
経営情報の

「見える化」



医療的ケア児等への支援の強化

○ 医療的ケア児の外での学びや遊びを新たに支援

保育園の外への移動手段
の確保を新たに支援

医療的ケア児とその家族のために

○家族の負担を軽減するため、一時預かり事業を創設

自然や地域社会の中で、
遊びや学習

虐待や障害を持つこどもを支える方々へ

○児童養護施設や障害児入所施設等の職員の処遇改善
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